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教職員の懲戒処分について 

 

 

【処分 1】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和 8年 3月 23日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・37歳・男性 

４ 地 域 ・ 校 種  西部地区・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 7年 8月から同年 12月 

６ 事件・事故の概要 

当該職員は、令和 7年 8月から同年 12月の間、女子生徒と 1対 1の状況で、同生

徒を椅子に座っている自身の両膝の上に向き合う状態でまたがって座らせた後、両手

で抱きしめる行為などを行った。 

 

【処分 2】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和 8年 3月 23日 

３ 職名・氏名・年齢・性別  教諭・上林 賢介・55歳・男性 

４ 所 属 名  日高市立高麗小中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 7年 4月 1日 

６ 事件・事故の概要 

当該職員は、令和 7年 4月 1日に日高市立高麗小中学校教員に臨時的に任用される

際、職歴等の履歴事項に事実とは異なる記載をした履歴書を作成し、埼玉県教育委員

会に提出した。 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月２３日 

教育局 小中学校人事課 
管理指導担当 小林・山田 

直通 048-830-6933 
 内線 6933 

E-mail: a6933@pref.saitama.lg.jp 
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【処分 3】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（減給 6月） 

２ 処 分 年 月 日  令和 8年 3月 23日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・26歳・男性 

４ 所 属 名  所沢市立北中小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 7年 12月 18日 

６ 事件・事故の概要 

当該職員は、令和 7年 12月 18日（木曜日）、本採用前の別の勤務校における女子

児童への不必要な身体接触について、事実確認の場において問われた際、「絶対にや

っていない」と虚偽の回答をした。 

 

【処分 4】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（減給 1月） 

２ 処 分 年 月 日  令和 8年 3月 23日 

３ 職名・年齢・性別  養護教諭・42歳・女性 

４ 地 域 ・ 校 種  深谷市・公立小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 7年 11月 22日 

６ 事件・事故の概要 

当該職員は、令和 7年 11月 22日（土曜日）午後 2時 53分頃、普通乗用自動車を

運転し、寄居町桜沢 1431番地先の優先道路と交差する交通整理の行われていない交

差点を小川町方面から進行してきて、熊谷方面に向かい右折進行する際、安全確認を

怠り、同交差点右折方向出口に押しボタン式信号機が設置された横断歩道上を歩行し

ていた相手方男性に気付かず、同男性に自車前部を衝突させて同男性を路上に転倒さ

せた。 

その結果、同男性に加療約 5週間を要する左多発肋骨骨折の傷害を負わせた。 

 

【処分 5】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（戒告） 

２ 処 分 年 月 日  令和 8年 3月 23日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・60歳・男性 

４ 地 域 ・ 校 種  東部地区・県立高等学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 7年 10月 15日 

６ 事件・事故の概要 

当該職員は、令和 7年 10月 15日（水曜日）午前 5時 55分頃、普通乗用自動車を運

転し、埼玉県久喜市本町 4丁目 7番 1号先の交差点を右折しようとしたところ、対向

直進してきた相手方男性運転の原動機付自転車に自車を衝突させて、同男性を路上に

転倒させた。 

その結果、同男性に、右膝蓋骨骨折の傷害を負わせた。 
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● 問合せ先 

【処分 1,2,3,4】について 

教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

【処分 1】小林・山田 【処分 2】田中・山田 【処分 3】向後（健）・石井  

【処分 4】向後（理）・山田 

 直通 048-830-6933  内線 6933 

 E-mail:  a6930@pref.saitama.lg.jp 

 

【処分 5】について 

 教育局 県立学校人事課 管理指導担当 遠井 

 直通 048-830-6726 内線 6726 

 E-mail: a6720@pref.saitama.lg.jp 
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